
児童福祉法（放課後児童クラブに関する内容を抜粋） 

 

第１章 総則 

第１条  

すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 

② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。 

 

第２条  

国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。 

 

第３条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童

に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 

 

第４条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 

①  乳児 満一歳に満たない者 

②  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 

③  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 

 

第６条  

この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 

第６条の３  

② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、

その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生

施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 

 

第７条  

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養

護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施

設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。 

 

第２１条の９  

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期

支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業並び

に次に掲げる事業であって主務省令で定めるもの（以下「子育て支援事業」という。）が着実に実施される

よう、必要な措置の実施に努めなければならない。 



① 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業 

② 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業 

③ 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助 

言を行う事業 

 

第２１条の１０  

市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、

当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、第６条の３②に規定する児

童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。 

 

第３４条の８  

市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 

②国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省  

 令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。 

③国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日

から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

④国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするとき 

は、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。 

 

第３４条の８の２  

市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この

場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するもの

でなければならない。 

②  市町村が前項の条例を定めるに当たっては、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に   

  ついては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で

定める基準を参酌するものとする。 

④   放課後児童健全育成事業を行う者は、第１項の基準を遵守しなければならない。 

 

第３４条の８の３  

市町村長は、前条第１項の基準を維持するため、放課後児童健全育成事業を行う者に対して、必要と認め

る事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入

り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

② 第１８条の１６第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

③ 市町村長は、放課後児童健全育成事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、 

その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 

④ 市町村長は、放課後児童健全育成事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれ 



らに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係 

る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることが 

できる。 

 

第５６条の６  

② 児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業 

を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に 

応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。 


